
                    

東久留米市工事成績評定結果活用要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、東久留米市工事成績評定要綱（平成２７年東久留米市訓令乙第６

５号）に基づく工事成績評定結果の活用に関することについて定め、東久留米市が

発注する工事（以下「発注工事」という。）の品質の確保と向上を図ることを目的

とする。 

（評定） 

第２ この要領において、工事成績評定に基づく評定区分は、別表のとおりとする。 

（優秀工事の公表） 

第３ 総務部管財課長（以下「管財課長」という。）は、別表で定める評定区分の評

定Ａの評価を受けた発注工事について、当該発注工事の件名及び受注者名を、優秀

な工事を施行したものとして東久留米市の公式ホームページに公表するものとす

る。 

２ 前項の規定による公表期間は、公表した日の翌月の初日から６０月とする。 

３ 第１項の規定に基づき公表の対象となった受注者が、東久留米市競争入札参加有

資格者指名停止措置基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止の措

置を受けた場合又は他の発注工事において評定Ｄ又はＥの評価を受けた場合は、公

表しない。既に公表している場合は公表を取り消すものとする。 

（改善計画書の提出） 

第４ 管財課長は、評定Ｄ又はＥの評価を受けた発注工事の受注者に対して、工事主

管課長をして書面又は口頭で注意し、改善計画書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の規定に基づき改善計画書の提出を求めた場合は、その提出がなされるまで

の期間、他の発注工事の競争入札に参加させないことができる。 

（不良工事に対する措置） 

第５ 評定Ｄの評価を受けた発注工事の受注者が、当該工事の完了日から起算して１

２月の間に他の発注工事で評定Ｄの評価を受けた場合又は第４に定める改善計画

書を提出しない場合は、指名停止の措置を講ずることができる。 

２ 評定Ｅの評価を受けた発注工事の受注者について、指名停止の措置を講ずるもの

とする。 

３ 評定Ｅの評価を受けた発注工事の受注者が、当該発注工事の完了日から起算して

３６月の間に他の発注工事で評定Ｄ又はＥの評価を受けた場合は、指名停止基準に

定める通常の停止期間に加算した期間を定め、指名停止の措置を講ずることができ

る。評定Ｄの評価を受けた発注工事の受注者が、当該発注工事の完了日から起算し

て３６月の間に他の発注工事で評定Ｅの評価を受けた場合も同様とする。 

 

 

付 則 



                    

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２関係） 



                    

評定区分  総合評定点（１００点満点） 評定の内容 

Ａ ８０点以上 優秀な工事 

Ｂ ７０点以上８０点未満 良好な工事 

Ｃ ６０点以上７０点未満 標準的な工事 

Ｄ ５０点以上６０点未満 一部改善を要する工事 

Ｅ ５０点未満 全般的に改善を要する工事 

 


